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ト
イ
レ
な
ど
、
汚
水
を
流
す

排
水
設
備
は
、
皆
さ
ん
が
工
事

を
指
定
下
水
道
工
事
店
に
依
頼

し
、
設
置
す
る
施
設
で
す
。

　
こ
の
工
事
は
、
公
共
下
水
道

に
直
結
す
る
適
切
な
工
事
が
必

要
で
す
。
こ
の
た
め
、
一
定
の

技
術
水
準
を
も
つ
市
指
定
の
下

水
道
工
事
店
で
な
い
と
工
事
が

で
き
ま
せ
ん
。

　
指
定
下
水
道
工
事
店
は
、
排

水
設
備
工
事
の
ほ
か
、
使
用
開

始
の
届
け
や
助
成
制
度
に
必
要

な
手
続
き
も
行
い
ま
す
の
で
相

談
し
て
く
だ
さ
い
（
指
定
下
水

道
工
事
店
の
一
覧
表
は
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
）
。

　
公
共
下
水
道
を
使
用
で
き
る
区
域
が
６
月
１
日

（日）
か
ら

広
が
り
、
雨
間
・
草
花
・
菅
生
・
引
田
・
上
代
継
・
下
代

継
・
伊
奈
・
五
日
市
・
入
野
・
戸
倉
の
一
部
地
域
の
方
も

新
た
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

公
共
下
水
道
の
使
用

区
域
が
広
が
り
ま
す

公
共
下
水
道
の
使
用

区
域
が
広
が
り
ま
す

公
共
下
水
道
の
使
用

区
域
が
広
が
り
ま
す

下
水
道
の
使
用
開
始
区
域
図
の
縦
覧

下
水
道
へ
の
接
続
工
事
は
お
早
め
に

下
水
道
の
使
用
開
始
区
域
図
の
縦
覧

下
水
道
へ
の
接
続
工
事
は
お
早
め
に

排
水
設
備
工
事
の
申
し
込
み
は
指
定
下
水
道
工
事
店
へ

排
水
設
備
工
事
の
申
し
込
み
は
指
定
下
水
道
工
事
店
へ

助
成
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

助
成
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
大

学
・
専
修
学
校
な
ど
の
学
生
の

方
で
、
収
入
が
少
な
く
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き

に
、
本
人
の
前
年
の
所
得
が
一

定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

※
平
成
19
年
度
に
学
生
納
付
特

　
例
制
度
が
承
認
さ
れ
、
平
成

　
20
年
度
も
受
け
る
方
は
、
申

　
請
が
必
要
で
す
。
学
生
証
ま

　
た
は
在
学
証
明
書
を
持
参
し

　
て
く
だ
さ
い
。
）

▽
申
請
・
問
合
せ
　
保
険
年
金

　
課
年
金
係
（
内
線
２
４
２

　
５
）
へ

　
現
在
、
市
に
は
69
人
の
民
生

委
員
・
児
童
委
員
が
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

市
民
と
行
政
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ

役
と
し
て
、
福
祉
に
関
す
る
相

談
や
お
手
伝
い
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
い
じ
め
や
児
童
虐

待
の
問
題
な
ど
、
子
育
て
支
援

に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
主
任
児
童
委
員
は
、
子
育
て

支
援
に
関
す
る
活
動
を
専
門
的

に
行
っ
て
い
ま
す
。

　
委
員
の
自
宅
に
「
東
京
都
民

生
委
員
・
児
童
委
員
」
の
門
標

が
あ
り
ま
す
の
で
、
相
談
し
て

く
だ
さ
い
（
秘
密
厳
守
）
。

▽
問
合
せ
　
生
活
福
祉
課
庶
務

　
計
画
係
（
直
通
５
５
８
・
１

　
９
２
７
）

▽
縦
覧
・
閲
覧
期
間
　
５
月
８

　
日
（木）
〜
27
日
（火）

　●

縦
覧
場
所
…
環
境
課
、
東
京

　
都
環
境
局
環
境
影
響
評
価
課

　
（
都
庁
第
２
本
庁
舎
８
階
）
、

　
東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管

　
理
課
（
立
川
合
同
庁
舎
４

　
階
）

　●

縦
覧
時
間
…
午
前
９
時
30
分

　
〜
午
後
４
時
30
分
（
土
曜
・

　
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　●

閲
覧
場
所
・
時
間

＊
五
日
市
出
張
所
…
午
前
９
時

　
30
分
〜
午
後
４
時
30
分
（
月

　
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

＊
中
央
図
書
館
…
午
前
10
時
〜

　
午
後
７
時
30
分
（
金
曜
日
、

　
第
３
火
曜
日
を
除
く
）

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
午

　
後
５
時
30
分
ま
で

　●

五
日
市
図
書
館
…
午
前
10
時

　
〜
午
後
５
時
30
分
（
月
曜
日
、

　
祝
日
を
除
く
。
木
曜
日
は
午

　
後
７
時
30
分
ま
で
）

＊
東
部
図
書
館
エ
ル
…
午
前
10

　
時
〜
午
後
５
時
30
分
（
月
曜

　
日
、
祝
日
除
く
。
水
曜
日
は

　
午
後
７
時
30
分
ま
で
）

▽
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
の
開

　
催

　●

日
時
…
６
月
12
日
（木）
　
午
後

　
２
時
か
ら

　●

場
所
…
ま
ほ
ろ
ば
ホ
ー
ル

　
（
五
日
市
地
域
交
流
セ
ン
タ

　
ー
）

　●

定
員
…
お
お
む
ね
１
０
０
人

　
（
当
日
午
後
１
時
30
分
か
ら

　
傍
聴
券
を
配
布
し
ま
す
）

▽
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
の
公

　
述
人
募
集

　●

人
数
・
公
述
時
間
…
お
お
む

　
ね
25
人
（
抽
選
）
、
１
人
15

　
分
程
度

　●

公
述
の
申
出
…
対
象
事
業
の

　
名
称
、
公
述
人
住
所
、
氏
名
、

　
ふ
り
が
な
、
電
話
番
号
、
公

　
述
の
要
旨
を
記
載
し
、
申
出
。

※
団
体
な
ど
は
名
称
、
事
務
所

　
所
在
地
、
代
表
者
氏
名
、
公

　
述
人
の
役
職
名
、
氏
名
、
住

　
所
、
電
話
番
号

　●

申
出
方
法
…
５
月
15
日
（木）
か

　
ら
29
日
（木）
ま
で
に
、
持
参
ま

　
た
は
郵
送
（
消
印
有
効
）

▽
申
出
・
問
合
せ
　
東
京
都
環

　
境
局
環
境
影
響
評
価
課
（
〒

　
１
６
３
―
８
０
０
１
　
新
宿

　
区
西
新
宿
２
―
８
―
１
、

　
☎
03
・
５
３
８
８
・
３
４
４

　
１
）
へ

　
市
で
は
、
身
体
に
障
が
い
の

あ
る
方
や
知
的
障
が
い
の
あ
る

方
、
ま
た
そ
の
家
族
の
方
の
身

近
な
相
談
な
ど
に
応
じ
る
相
談

員
を
委
託
し
ま
し
た
の
で
、
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
身
体
障
が
い
者
相
談
員
（
敬

　
称
略
）

　●

村
野
等
（
渕
上
２
４
８
―
５
、

　
☎
５
５
９
・
０
７
４
０
）

　●

中
村
英
晴
（
下
代
継
３
７
２

　
―
２
、
☎
５
５
０
・
４
４
５

　
２
）

　●

池
島
し
づ
子
（
野
辺
３
７
９

　
―
５
、
☎
５
５
８
・
２
０
６

　
８
）

　●

山
崎
光
彦
（
伊
奈
１
４
５
１

　
―
５
、
☎
５
９
６
・
４
４
３

　
１
）

　●

乙
訓
章
男
（
乙
津
６
１
８
、

　
☎
５
９
６
・
１
９
６
４
）

▽
知
的
障
が
い
者
相
談
員
（
敬

　
称
略
）

　●

小
西
フ
ミ
子
（
二
宮
１
０
９

　
７
―
47
、
☎
５
５
９
・
６
３

　
３
３
）

　●

田
野
倉
祐
子
（
舘
谷
17
―
４
、

　
☎
５
９
６
・
２
７
９
１
）

　
８
月
１
日
か
ら
、
気
管
支
ぜ

ん
息
の
医
療
費
助
成
の
対
象
が

全
年
齢
に
拡
大
し
ま
す
。

　
新
た
に
対
象
と
な
る
の
は
、

18
歳
以
上
で
次
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
方
で
す
。

▽
要
件

　●

引
き
続
き
１
年
以
上
都
内
に

　
住
所
が
あ
る
方

　●

気
管
支
ぜ
ん
息
の
方

　●

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

　
方

　●

申
請
日
以
降
喫
煙
し
な
い
方

※
申
請
に
必
要
な
費
用
、
入
院

　
時
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額

　
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

▽
助
成
期
間
　
申
請
日
（
事
前

　
申
請
し
た
方
は
８
月
１
日
）

　
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
後
の

　
誕
生
月
末
日
ま
で
（
更
新

　
あ
り
）
。

※
詳
し
く
は
、
東
京
都
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ

　
い
。

▽
配
付
・
受
付
・
問
合
せ
　
健

　
康
課
母
子
保
健
係
（
直
通
５

　
５
８
・
５
０
９
１
）
へ

▽
職
種
　
土
曜
日
保
育
士

▽
勤
務
日
　
土
曜
日
（
祝
日
を

　
除
く
）

▽
勤
務
時
間
　
午
前
９
時
15
分

　
〜
午
後
７
時
（
実
働
８
時
間

　
以
内
）

▽
勤
務
場
所
　
屋
城
保
育
園

▽
勤
務
内
容
　
保
育
園
で
の
保

　
育
補
助

▽
賃
金
　
時
給
１
１
８
８
円

▽
募
集
人
員
　
１
人
（
保
育
士

　
の
資
格
が
あ
る
方
）

▽
採
用
月
日
　
５
月
下
旬
予
定

▽
応
募
方
法
　
５
月
14
日
（水）
ま

　
で
に
履
歴
書
（
上
半
身
正
面

　
脱
帽
写
真
貼
付
）
、
資
格
を

　
証
明
で
き
る
も
の
の
写
し
を

　
持
参

▽
応
募
・
問
合
せ
　
職
員
課
人

　
事
給
与
係
（
直
通
５
５
８
・

　
１
３
３
４
）
へ

　
市
内
学
習
グ
ル
ー
プ
な
ど
が

自
主
的
に
企
画
・
運
営
・
実
施

す
る
市
民
企
画
講
座
を
募
集
し

ま
す
。

▽
対
象
　
市
内
の
団
体
・
サ
ー

　
ク
ル
な
ど
（
５
人
以
上
の
市

　
民
で
構
成
）

▽
募
集
数
　
３
団
体
以
内

▽
内
容
　
公
共
性
の
あ
る
中
立

　
的
な
学
習
テ
ー
マ
や
内
容

　●

例
＊
人
権
尊
重
に
関
す
る
も
の

＊
近
所
の
底
力
に
つ
な
が
る
よ

　
う
な
も
の

＊
暮
ら
し
に
役
立
つ
も
の

＊
地
域
で
の
子
育
て
支
援
に
つ

　
な
が
る
も
の

＊
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
も
の

※
営
利
、
特
定
の
政
党
・
政
治

　
団
体
に
関
す
る
活
動
、
宗
教

　
活
動
を
目
的
と
す
る
団
体
・

　
内
容
で
は
な
い
こ
と
。

▽
決
定
　
企
画
内
容
な
ど
を
総

　
合
的
に
検
討
し
、
後
日
に
採

　
否
を
決
定
。

▽
申
込
み
方
法
　
５
月
30
日
（金）

　
ま
で
に
、
所
定
の
申
請
書
を

　
提
出

▽
募
集
要
項
（
申
請
書
）
・
問

　
合
せ
　
中
央
公
民
館
（
☎
５

　
５
９
・
１
２
２
１
）
へ

▽
脱
退
手
続
き
　
社
会
保
険
な

　
ど
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入

　
し
た
方
は
、
14
日
以
内
に
国

　
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
脱

　
退
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

　
い
。

　●

手
続
き
に
必
要
な
も
の
…
国

　
保
の
保
険
証
、
新
し
く
職
場

　
で
発
行
し
た
保
険
証
、
は
ん

　
こ

※
国
保
の
資
格
が
な
く
な
っ
た

　
後
に
国
保
の
保
険
証
で
受
診

　
し
た
方
は
、
国
保
で
負
担
し

　
た
医
療
費
を
お
返
し
い
た
だ

　
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▽
退
職
者
医
療
制
度
　
会
社
な

　
ど
を
退
職
し
て
国
保
に
加
入

　
し
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

　
た
す
方
と
そ
の
被
扶
養
者
は
、

　
「
退
職
者
医
療
制
度
」
で
医

　
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

　
す
の
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

　
さ
い
。

　●

退
職
被
保
険
者
（
本
人
）

＊
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

　
い
る
方

＊
65
歳
未
満
の
方

＊
厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合

　
な
ど
の
年
金
を
受
け
る
方
で
、

　
そ
の
加
入
期
間
が
20
年
以
上

　
ま
た
は
40
歳
以
降
10
年
以
上

　
あ
る
方

　●

被
扶
養
者
（
扶
養
家
族
）

＊
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

　
い
る
方

＊
65
歳
未
満
の
方

＊
主
と
し
て
退
職
被
保
険
者
の

　
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持

　
し
て
い
る
年
間
収
入
が
１
３

　
０
万
円
（
60
歳
以
上
の
方
や

　
障
が
い
の
あ
る
方
は
１
８
０

　
万
円
）
未
満
の
方

　●

手
続
き
に
必
要
な
も
の
…
国

　
保
の
保
険
証
、
年
金
証
書
、

　
は
ん
こ

※
年
金
の
受
給
権
が
発
生
し
、

　
年
金
の
請
求
手
続
き
を
す
る

　
と
年
金
証
書
が
送
ら
れ
て
き

　
ま
す
。
証
書
が
届
い
た
ら
14

　
日
以
内
に
窓
口
で
手
続
き
を

　
し
て
く
だ
さ
い
（
す
で
に
年

　
金
証
書
が
届
き
、
退
職
者
医

　
療
制
度
の
手
続
き
が
済
ん
で

　
い
な
い
方
も
手
続
き
を
し
て

　
く
だ
さ
い
）
。

▽
受
付
場
所
　
保
険
年
金
課
国

　
保
係
、
五
日
市
出
張
所
市
民

　
総
合
窓
口
係

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
保

　
係
（
直
通
５
５
８
・
１
６
６

　
４
）
へ
　

　
旧
若
草
児
童
館
が
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
菅
生
交
流
会
館
に
な
り

ま
し
た
。

▽
使
用
開
始
日
　
６
月
１
日
（日）

　
か
ら

▽
使
用
時
間
　
午
前
９
時
〜
午

　
後
10
時

▽
場
所
　
菅
生
５
８
２
番
地

▽
使
用
料
　
表
の
と
お
り

▽
申
込
み
方
法
　
使
用
す
る
日

　
の
２
か
月
前
か
ら
７
日
前
ま

　
で
に
、
使
用
申
請
書
を
提
出

　
し
、
使
用
料
を
前
納

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
生
活
福

　
祉
課
庶
務
計
画
係
（
直
通
５

　
５
８
・
１
９
２
７
）
へ

広
げ
よ
う

　

地
域
に
根
ざ
し
た

　
　
　
　
　
　

思
い
や
り

国
民
年
金
保
険
料

　
学
生
納
付
特
例
制
度

国
民
年
金
保
険
料

　
学
生
納
付
特
例
制
度

「
株
式
会
社
村
尾
組

　
五
日
市
工
場
採
石
拡
張

　
事
業
」
に
関
す
る
評
価

　
書
案
に
係
る
見
解
書

「
株
式
会
社
村
尾
組

　
五
日
市
工
場
採
石
拡
張

　
事
業
」
に
関
す
る
評
価

　
書
案
に
係
る
見
解
書

縦
覧
・
閲
覧
、都
民
の
意
見
を

聴
く
会
開
催
、
公
述
人
募
集

障
が
い
者
相
談
員
が

　
　
　
決
ま
り
ま
し
た

障
が
い
者
相
談
員
が

　
　
　
決
ま
り
ま
し
た

気
管
支
ぜ
ん
息
の

保
険
診
療
自
己
負
担
分

　
　
助
成
の
対
象
拡
大

気
管
支
ぜ
ん
息
の

保
険
診
療
自
己
負
担
分

　
　
助
成
の
対
象
拡
大

平
成
20
年
度

市
民
企
画
講
座
を

　
　
　
　
募
集
し
ま
す

平
成
20
年
度

市
民
企
画
講
座
を

　
　
　
　
募
集
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
の

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

国
民
健
康
保
険
の

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

市
の

非
常
勤
嘱
託
員
募
集

菅
生
交
流
会
館

（
旧
若
草
児
童
館
）
を

　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

菅
生
交
流
会
館

（
旧
若
草
児
童
館
）
を

　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・

　
　
児
童
委
員
の
日
で
す

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・

　
　
児
童
委
員
の
日
で
す

施設区分

※使用団体・目的などで使用料の減免あり

使用料 使用単位

ホール 500円

会議室 500円 １時間

和　室 300円

表　菅生交流会館使用料

ち
ょ
う
ふ

　
６
月
１
日
か
ら
の
下
水
道
の

使
用
開
始
に
伴
い
、
関
係
図
書

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▽
期
間
・
時
間
　
５
月
16
日
（金）

　
〜
30
日
（金）
　
午
前
８
時
30
分

　
〜
午
後
５
時
15
分
（
土
曜
・

　
日
曜
日
を
除
く
）

▽
場
所
　
下
水
道
課

　
下
水
道
が
使
用
で
き
る
区
域

に
お
住
ま
い
の
方
は
、
下
水
道

へ
の
接
続
工
事
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
公
共
下
水
道
の
工
事
が
完
了

し
、
使
用
開
始
の
告
示
が
さ
れ

る
と
、
対
象
区
域
の
方
は
、
私

費
で
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
尿
浄
化
槽
を
使
用
す
る
方

は
、
で
き
る
だ
け
早
く
浄
化
槽

を
廃
止
し
、
く
み
取
り
便
所
を

使
用
の
方
は
３
年
以
内
に
水
洗

便
所
に
改
造
し
て
下
水
道
へ
接

続
し
て
く
だ
さ
い
。
台
所
や
風

呂
な
ど
の
雑
排
水
も
接
続
し
て

く
だ
さ
い
。

　
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
く
み
取

り
便
所
の
く
み
取
り
が
有
料
に
、

ま
た
、
し
尿
浄
化
槽
の
清
掃
補

助
や
排
水
設
備
工
事
の
助
成
制

度
も
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
私
た
ち
の
街
や
川
を
清
潔
に

し
、
健
康
で
快
適
な
暮
ら
し
を

し
て
い
た
だ
く
た
め
に
多
額
の

費
用
を
投
じ
て
整
備
し
た
公
共

下
水
道
は
、
地
域
ぐ
る
み
で
利

用
し
て
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ

れ
ま
す
。

　
１
日
も
早
く
公
共
下
水
道
へ

の
接
続
工
事
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
下
水
道
が
使
用
で
き
る
区
域

で
一
定
の
要
件
を
備
え
て
い
る

方
に
対
し
、
融
資
の
あ
っ
旋
・

利
子
補
給
と
補
助
金
の
助
成
制

度
が
あ
り
ま
す
。

▽
助
成
の
要
件

　●

使
用
開
始
さ
れ
た
区
域
内
の

　
家
屋
で
そ
の
所
有
者
な
ど

　●

使
用
開
始
さ
れ
た
日
か
ら
３

　
年
以
内
に
接
続
工
事
を
行
う

　
方

　●

市
税
や
水
道
料
金
な
ど
を
滞

　
納
し
て
い
な
い
方

※
使
用
開
始
し
た
区
域
内
で
、

　
家
屋
を
新
築
す
る
方
や
法
人

　
は
、
対
象
外
で
す
。

▽
融
資
の
あ
っ
旋
・
利
子
補
給

　●

対
象
…
融
資
金
の
償
還
能
力

　
が
あ
り
、
都
内
在
住
の
確
実

　
な
連
帯
保
証
人
が
い
る
方
ま

　
た
は
金
融
機
関
の
提
携
す
る

　
保
証
機
関
の
保
証
を
得
ら
れ

　
る
方

　●

利
子
補
給
額

＊
持
ち
家
（
収
益
を
目
的
と
し

　
た
家
屋
を
除
く
）
で
接
続
工

　
事
を
行
う
方
…
50
万
円
を
限

　
度
に
融
資
の
あ
っ
旋
を
し
、

　
こ
の
利
子
の
４
分
の
３
を
利

　
子
補
給
し
ま
す
。

＊
貸
家
、
ア
パ
ー
ト
の
接
続
工

　
事
を
行
う
方
…
大
便
器
１
個

　
に
つ
き
15
万
円
（
１
５
０
万

　
円
を
限
度
）
の
融
資
の
あ
っ

　
旋
を
し
、
こ
の
利
子
の
２
分

　
の
１
を
利
子
補
給
し
ま
す
。

▽
融
資
取
扱
い
金
融
機
関
　
り

　
そ
な
銀
行
、多
摩
信
用
金
庫
、

　
西
武
信
用
金
庫
、
青
梅
信
用

　
金
庫
、
秋
川
農
業
協
同
組
合

　
の
市
内
各
店
舗

▽
補
助
金

　●

対
象
…
生
活
扶
助
を
受
け
て

　
い
る
家
屋
の
所
有
者
ま
た
は

　
居
住
者
全
員
が
市
民
税
の
非

　
課
税
者
で
、
資
金
の
調
達
が

　
困
難
と
認
め
ら
れ
る
家
屋
所

　
有
者

　●

補
助
金
額

＊
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方

　
…
市
長
の
認
め
る
接
続
工
事

　
費
の
全
額

＊
居
住
者
全
員
が
市
民
税
の
非

　
課
税
者
で
、
資
金
の
調
達
が

　
困
難
と
認
め
ら
れ
る
方
…
市

　
長
の
認
め
る
接
続
工
事
費
の

　
２
分
の
１
の
額

▽
申
し
込
み
方
法
　
接
続
工
事

　
前
に
、
市
指
定
の
申
請
書
に

　
指
定
下
水
道
工
事
店
の
見
積

　
書
な
ど
を
添
付
し
、
申
請

問
合
せ
　
下
水
道
課
排
水
設
備
係
（
内
線
2
7
5
5
）


